
１ 家庭用品安全対策に係る行政の概要

上着、下着、くつ下等の繊維製品、洗浄剤、エアゾール製品などの家庭用品に含まれる化学物質による健康被害を防止する
ため「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」に基づき、有害物質を指定し、さらに有害物質を含有する家庭用品
についてその含有量等について規制基準を設定し、家庭用品の安全性確保を図っている。
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（注）家庭用品衛生監視員の数は平成１５年５月１日現在


